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（５５）【意匠に係る物品の説明】物品は，農業用フィルムである。主に植物栽培において，土壌を被覆し，土
壌水分などの栽培環境を整える働きをするものである。本物品は，通常，２００ｍ×１～１．５ｍ程度で，厚さ
０．０２ｍｍのポリフィルムが一巻きになったものであり，畑において，これを展張し，この外周の１０ｃｍほ
どに，土をかぶせて重りにして，風等で飛び去ることを防ぐようにして用いられる。
（５５）【意匠の説明】本願意匠では，農業用フィルムの中央に，１０ｃｍ刻みで目盛り（表面図，小さなほう
の長方形）をつけた。同様に，１ｍ刻みに横長の目印（表面図，大きなほうの長方形）を入れた。表面図では，
横が約１．６ｍ，縦が約１ｍであり，左右に連続している。これら目盛り，ないし目印は，参考図に示す通り，
例えば黒と白など，フィルム生地と明確に区別され色分けされる。目盛り下には参考例に示した通り，例えば，
０，２，４，６，８と２０ｃｍ刻みに，長さの目安の数字を入れることができる。これらのデザインが，農業用
フィルムに左右に連続的に繰り返しプリントされていることで，一定間隔（例えば，２０ｃｍ）で穴を開け，そ
こに植物を植え付け，栽培を行うことが可能になるとともに，農業用フィルムの作業性と美感を高めた。
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